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は じ め に 

 

 

この冊子では、大気汚染防止法（以下「法」という。）のばい煙、大阪府生活環境の保全等に関する条例

（以下「条例」という。）のばいじんの届出について説明しています。 

法のばい煙とは、次のものをいいます。 

１燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物  

２燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん 

３物の燃焼、合成、分解等の処理（機械的処理を除く）に伴い発生する下記の物質  

・カドミウム及びその化合物  

・塩素及び塩化水素  

・フッ素・フッ化水素及びフッ化珪素  

・鉛及びその化合物  

・窒素酸化物  

条例のばいじんとは、法のばいじんと同じものをいいます。 

法、条例では、これらを発生すると考えられる施設を定め、これらの施設に対して規制基準遵守義務や届

出義務を設けています。 

 

 

※本冊子において、特段の定めがない限り、排出ガス等の量については温度０℃であって圧力が１気圧の

状態（以下「標準状態」という。）における量、ばい煙の濃度等については標準状態における排出ガス１立

方メートル中の量に換算したものとします。 
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１ 法のばい煙に関するもの 
（1）ばい煙発生施設（法施行令別表第１） 

項 用 途 施 設 種 類 規模 ※ 

1 すべて 
ボイラー（熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は

廃熱のみを使用するものを除く。） 
燃焼能力（50L／時以上） 

2 
水性ガス又は油ガスの

発生の用に供する 

ガス発生炉 

加熱炉 

原料として使用する石炭・コーク

スの処理能力（20t／日以上） 

燃焼能力（50 L／時以上） 

3 

金属の精錬又は無機 

化学工業品の製造の用に

供する 

ばい焼炉 

焼結炉（ペレット焼成炉を含む） 

か焼炉 

ただし、14項を除く 
処理能力（1t／時以上） 

4 金属の精錬の用に供する 

溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む） 

転炉 

平炉 

ただし、14項を除く 

5 
金属の精製又は鋳造の用

に供する 

溶解炉 

ただし、こしき炉、14項、24項～26項を除く 

火格子面積（1㎡以上） 
羽口面断面積（0．5㎡以上） 
燃焼能力（50 L／時以上） 
変圧器容量（200KVA以上） 

6 

金属の鍛造若しくは圧
延又は金属若しくは金
属製品の熱処理の用に
供する 

加熱炉 

7 
石油製品、石油化学製品
又はコールタール製品
の製造の用に供する 

加熱炉 

8 
石油の精製の用に供す
る 

流動接触分解装置のうち触媒再生塔 
触媒に附着する炭素の燃焼能力
（200kg／時以上） 

8の2 すべて 
石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装置のうち燃
焼炉 

燃焼能力（6 L／時以上） 

9 
窯業製品の製造の用に
供する 

焼成炉 
溶融炉 

火格子面積（1㎡以上） 
燃焼能力（50 L／時以上） 
変圧器容量（200KVA以上） 

10 
無機化学工業又は食料
品の製造の用に供する 

反応炉（カーボンブラック製造用燃焼装置を含む） 
直火炉 
ただし、26項を除く 

11 すべて 
乾燥炉 
ただし、14項、23項を除く 

12 
製銑、製鋼又は合金鉄若
しくはカーバイドの製
造の用に供する 

電気炉 変圧器容量（1,000KVA以上） 

13 すべて 廃棄物焼却炉 
火格子面積（2㎡以上） 
焼却能力（200kg／時以上） 

14 
銅、鉛又は亜鉛の精錬の
用に供する 

ばい焼炉 
焼結炉（ペレット焼成炉を含む） 
溶鉱炉（溶鉱用反射炉を含む） 
転炉 
溶解炉 
乾燥炉 

処理能力（0.5t／時以上） 
火格子面積（0.5㎡以上） 
羽口面断面積(0.2㎡以上) 
燃焼能力（20L／時以上） 

15 
カドミウム系顔料又は
炭酸カドミウムの製造
の用に供する 

乾燥施設 容量（0.1ｍ3以上） 

16 
塩素化エチレンの製造
の用に供する 

塩素急速冷却施設 原料として使用する塩素（塩化
水素は塩素換算量）の処理能力
（50kg／時以上） 17 

塩化第二鉄の製造の用
に供する 

溶解槽 

18 
活性炭の製造（塩化亜鉛
を使用するものに限る）
の用に供する 

反応炉 燃焼能力（3 L／時以上） 

19 
化学製品の製造の用に
供する 

塩素反応施設 
塩化水素反応施設 
塩化水素吸収施設 
ただし、塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するもの
に限り16項～18項及び密閉式のものを除く 

処理能力（50kg／時以上） 
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項 用 途 施 設 種 類 規模 ※ 

20 
アルミニウムの精錬の
用に供する 

電解炉 電流容量（30kA以上） 

21 

リン・リン酸・リン酸
質肥料又は複合肥料
の製造（原料としてリ
ン鉱石を使用するも
のに限る）の用に供す
る 

反応施設 
濃縮施設 
焼成炉 
溶解炉 

原料として使用するリン鉱石
の処理能力（80kg／時以上） 
燃焼能力（50L／時以上） 
変圧器容量（200KVA以上） 

22 
フッ酸の製造の用に供
する 

凝縮施設 
吸収施設 
蒸溜施設 
ただし、密閉式のものを除く 

伝熱面積（10㎡以上） 
ポンプ動力（1kw以上） 

23 

トリポリリン酸ナトリ
ウム製造（原料として
リン鉱石を使用する
ものに限る）の用に供
する 

反応施設 
乾燥炉 
焼成炉 

処理能力（80kg／時以上） 
火格子面積（1㎡以上） 
燃焼能力（50L／時以上） 

24 

鉛の第二次精錬（鉛合
金の製造を含む）又は
鉛の管、板若しくは線
の製造の用に供する 

溶解炉 
燃焼能力（10L／時以上） 
変圧器容量（40KVA以上） 

25 
鉛蓄電池の製造の用に
供する 

溶解炉 
燃焼能力（4L／時以上） 
変圧器容量（20KVA以上） 

26 
鉛系顔料の製造の用に
供する 

溶解炉 
反射炉 
反応炉 
乾燥施設 

容量（0.1ｍ3以上） 
燃焼能力（4L／時以上） 
変圧器容量（20KVA以上） 

27 
硝酸の製造の用に供す
る 

吸収施設 
漂白施設 
濃縮施設 

硝酸の合成、漂白、濃縮能力
（100kg／時以上） 

28 すべて コークス炉 処理能力（20t／日以上） 

29 すべて ガスタービン 
燃焼能力（50L／時以上） 

30 すべて ディーゼル機関 

31 すべて ガス機関 
燃焼能力（35L／時以上） 

32 すべて ガソリン機関 

（備考） 

 １ ※規模要件については、項目のいずれかに該当すること。 

２ 表の「燃焼能力」は重油換算した燃焼能力を示す。 
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（2） 硫黄酸化物に係る規制基準 

① 排出基準（Ｋ値規制） 

 

ｑ：硫黄酸化物の量（ｍ3／時） 

Ｋ：1.17 

Ｈｅ：補正された排出口高さ（ｍ） 

 

② 硫黄酸化物実排出量の計算 

ア 燃料中硫黄分からの算出 

 

 

ｑ：硫黄酸化物の量（ｍ3／時） 

Ｗ：燃料の燃焼能力（L／時） 

ρ：比重 

Ｓ：燃料中硫黄分（％） 

 

イ 排出ガス中硫黄酸化物濃度が既知の場合の算出 

 

 

Ｇ’:最大乾き排出ガス量（ｍ3／時） 

Ｃ：排出ガス中硫黄酸化物濃度（ｐｐｍ） 

 

ウ 金属溶解炉のうちキュポラの場合の算出 

キュポラは、原料コークス中の硫黄分がすべて硫黄酸化物として大気放出されるのではなく一

部は製品中に吸収される。このため、実排出量は吸収効率を考慮し以下の式で計算する。 

 

 

Ｗ：コークス量（ｋｇ／時） 

Ｓ：コークス中硫黄分（％） 

ａ：吸収効率（％） 効率設定が困難な場合には60％とする 

 

③ 燃料使用基準 

硫黄酸化物の燃料使用基準は、硫黄酸化物総量規制の適用されていない規模の工場・事業場に

ついて適用され、工場・事業場に設置されている全てのばい煙発生施設で使用する燃料の加重

平均硫黄含有率の許容限度である。燃料の硫黄含有率の算出は、次式によって行う。 

 

 

Ｂｎ：通常の燃料使用量（L／日） Ｂｗｎ：通常の燃料使用量の重油換算（L／日） 

Ｐｎ：燃料比重            ρ：代表的な重油比重 

Ｓｎ：燃料中硫黄分（％） 

 

 

 

燃料使用量 燃料使用基準 

0.8ｋℓ／時以上 総量規制基準の適用を受ける 

0.8ｋℓ／時未満 0.35％ 

23 He10  ｑ＝Ｋ  
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法第3条第2項第１号に規定する排出口高さの補正は、次の算式による。 

これらの式においてはＨe、Ｈｏ、Ｑ、Ｖ、及びＴはそれぞれ

次の値を表すものとする。 

Ｈe 補正された排出口高さ   （単位メートル） 
Ｈo 排出口の実高さ      （単位メートル） 
Ｑ  温度15度における排出ガス量（単位立方メートル毎秒） 
Ⅴ  排出ガスの排出速度    （単位 メートル毎秒） 
Ｔ  排出ガスの温度      （単位絶対温度） 

7.010SW 2  ｑ

610C'G ｑ

  100a1007.010SW 2 ／ｑ  

     BwnSnPnBnS ／
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（３）ばいじんに係る排出基準 

項 施設種類 
排出ガス規模 

万 m3/時 

排出基準 

g/m3 

※1 

On(%) 
備考 

１ 

① ガス専焼ボイラー(⑤を除く） 
4 以上 0.03 

5  
4 未満 0.05 

② 

ボイラー 

(重油その他の液体燃料(※2 を除く)を専焼させる

もの並びにガス及び液体燃料(※2 を除く)を混焼

させるもの(⑤を除く)) 

20 以上 0.04 

4 ※3 4～20 0.05 

4 未満 0.15 

③ 

ボイラー 

(黒液※2 専焼並びに黒液※2 及びガス又は液体燃

料（※2を除く）を混焼させるもの)（⑤を除く) 

20 以上 0.10 
Os  

20 未満 0.15 

④ 
ボイラー 

(石炭を専焼させるもの)(⑤を除く) 

20 以上 0.05 

6  4～20 0.10 

4 未満 0.15 

⑤ ボイラー(触媒再生塔に付属するもの)  0.15 4  

⑥ ボイラー(①〜⑤以外) 
4 以上 0.15 

6 ※4 
4 未満 0.20 

備考：小型ボイラー（伝熱面積が 10ｍ2未満）については、ガス、灯油、軽油又は、Ａ重油を専焼ま

たは混焼させるものについては排出基準を当分の間適用しない。 

その他の小型ボイラー施設に対しては、現在規制対象になっているボイラ－のうち最小規模の

ものに対して定められている基準が適用される。 

2 
① 水性ガス又は油ガス発生用ガス発生炉  0.03 

7  
② 水性ガス又は油ガス発生用加熱炉  0.03 

3 

① ばい焼炉 
4 以上 0.05 

Os  
4 未満 0.10 

② フェロマンガン製造用焼結炉  0.10 Os  

③ 焼結炉(②以外)  0.10 Os  

④ か焼炉 
4 以上 0.10 

Os  
4 未満 0.15 

4 

① 溶鉱炉のうち高炉  0.03 Os  

② 溶鉱炉(①以外)  0.08 Os  

③ 転炉  0.08 Os  

④ 平炉 
4 以上 0.05 

Os  
4 未満 0.10 

5 
  

金属溶解炉 
4 以上 0.05 

Os  
  4 未満 0.10 

6 
  

金属加熱炉 
4 以上 0.08 

11 ※4 
  4 未満 0.10 

7 
① 

石油製品、石油化学製品、コールタール製品製造

用加熱炉（②の加熱炉を除く） 

4 以上 0.05 
6  

4 未満 0.08 

② 潤滑油の製造用加熱炉 1 未満 0.08 6  
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項 施設種類 
排出ガス規模 

万 m3/時 

排出基準 

g/m3 

※1 

On(%) 
備考 

8 

  
触媒再生塔  0.15 6  

8 の 2 燃焼炉  0.05 8  

9 

① 石灰焼成炉のうち土中釜  0.20 15  

② 石灰焼成炉（①以外）  0.15 15  

③ セメント製造用焼成炉  0.05 10  

④ 耐火レンガ・耐火物原料製造用の焼成炉 
4 以上 0.05 

18 
 

4 未満 0.10  

⑤ 焼成炉(①〜④以外) 
4 以上 0.08 

15 ※4 
4 未満 0.15 

⑥ 板ガラス・ガラス繊維製品製造用溶融炉  
4 以上 0.05 

15  
4 未満 O.O8 

⑦ 光学ガラス・電気ガラス又はフリット製造用溶融炉  
4 以上 0.05 

16  
4 未満 0.08 

⑧ 溶融炉（⑥⑦以外） 
4 以上 0.05 

15  
4 未満 0.10 

10 
反応炉及び直火炉  

4 以上 0.08 

6 ※4 4 未満 0.10 

活性炭製造用の反応炉及び直下炉 1 未満 0.15 

11 

① 乾燥炉のうち骨材乾燥炉  0.20 

16 ※5 
② 乾燥炉(①以外) 

4 以上 0.08 

4 未満 0.10 

12 

① 合金鉄製造用電気炉(ケイ素含有率 40％以上)  0.10 

Os  ② 
合金鉄(ケイ素含有率 40％未満) 

カーバイド製造用電気炉 
 0.08 

③ 電気炉(①②以外)  0.05 

13 

   

廃棄物焼却炉 

4t/時以上 0.04 

12  2～4t/時 0.08 

2t/時未満 0.15 

14 

① 銅・鉛・亜鉛精錬用ばい焼炉 
4 以上 0.05 

Os  

4 未満 0.08 

② 銅・鉛・亜鉛精錬用焼結炉(ペレット焼成炉を含む)  0.10 

③ 銅・鉛・亜鉛精錬用溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む)  0.08 

④ 銅・鉛・亜鉛精錬用転炉  0.08 

⑤ 銅・鉛・亜鉛精錬用溶解炉 
4 以上 0.05 

4 未満 0.10 

⑥ 銅・鉛・亜鉛精錬用乾燥炉 
4 以上 0.08 

16 ※5 
4 未満 0.10 
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項 施設種類 排出ガス規模 

万 m3／時 

排出基準 

g／m3 

※1 

On(%) 
備考 

18 
活性炭製造用反応炉 

（塩化亜鉛を使用するもの） 
 0.15 6  

20 アルミニウム製錬用電解炉  0.03 Os  

21 

① 
リン・リン酸・リン酸質肥料・複合肥料製造用焼

成炉 
 0.08 15  

② 
リン・リン酸・リン酸質肥料・複合肥料製造用溶

解炉 
 0.10 Os  

23 
① トリポリリン酸ナトリウム製造用乾燥炉  0.05 16 ※5 

② トリポリリン酸ナトリウム製造用焼成炉  0.08 15  

24 
鉛の第二次精錬又は、鉛の管・板・線の製造用溶

解炉 

4 以上 0.05 
Os  

4 未満 0.10 

25 鉛蓄電池製造用溶解炉 
4 以上 0.05 

Os  
4 未満 0.08 

26 

① 鉛系顔料製造用溶解炉 
4 以上 0.05 

Os  4 未満 0.08 

② 鉛系顔料製造用反射炉  0.05 

③ 鉛系顔料製造用反応炉（硝酸鉛製造用を除く）  0.03 16 ※6 

28 コークス炉  0.10 7  

29 ガスタービン  0.04 16  

30 ディーゼル機関  0.08 13  

31 ガス機関  0.04 0  

32 ガソリン機関  0.04 0  

 
(注意) 昭和 57 年 6 月 1 日以降設置の施設についての排出基準を示す。但し、廃棄物焼却炉は平成 10 年 7

月 1日以降設置の施設とする 
(備考) (1)表中の排出ガス規模は湿りガスを表す。 

(2)表中の※1～※6 は次のことを示す。 
※1 熱源として電気を使用する施設は On＝Osとする。 
※2 紙パルプの製造に伴い発生する黒液 
※3 1万 m3／時未満は当分の間 Onの適用を猶予する。 
※4 当分の間 Onの適用を猶予する。 
※5 直接熱風乾燥炉は On＝Osとする。 
※6 鉛酸化物製造用は On＝Osとする。 

 (3)Onについては、次の標準酸素濃度補正方式による補正を行う。 
C ＝ Cs×(21－On)／(21－Os) 

C :ばいじんの量(g) 
On:各施設に掲げる値(%)(熱源として電気を使用するものは Osとする) 
Os:排出ガス中の酸素濃度(%)(当該濃度が 20％を超えるものは 20％とする) 
Cs:JIS規格 Z8808 に定める方法により測定されたばいじんの量(g) 

(4)ばいじんの量には燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排
出されるばいじん（1 時間につき合計 6 分間を超えない時間内に排出されるものに限る）は含ま
れないものとする。 

     (5)ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。 
(6)29～32項の非常用の施設については当分の間排出基準を適用しない。 
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（４）窒素酸化物に係る排出基準 

項 
施設種類 

（熱源として電気を使用するものを除く） 

排出ガス規模 

万 m3／時 

排出基準 

ppm 

On 

％ 

1 

① 

ガス専焼ボイラー 

(ガス専焼ボイラーのうち、小型ボイラー（伝熱面

積が 10 ㎡未満のもの）については、当分の間排出

基準を適用しない） 

50 以上 60 

5 
4～50 100 

1〜4 130 

1 未満 150 

② 
固体専焼ボイラー 

(流動層燃焼方式 4 万 m3／時未満）  

  
350 6 

③ 

固体専焼ボイラー 

（火炉熱発生率 837,210kJ／m3／時以上、再熱再生抽気復

水式自然循環型50万～70万m3／時のもの）  

 250 6 

④ 固体燃焼ボイラー（②③以外） 

70 以上 200 

6 4〜70 250 

4 未満 350 

⑤ 
排脱付液体燃焼ボイラー 

(原油タールで 100 万 m3／時未満) 

50～100 130 

4 1〜50 150 

1 未満 180 

⑥ 液体燃焼ボイラー(原油タールで⑤以外） 

50 以上 130 

4 1〜50 150 

1 未満 180 

⑦ 
排脱付液体燃焼ボイラー 

(原油タール以外で 100万 m3／時未満) 

50〜100 130 

4 1〜50 150 

1 未満 180 

⑧ 液体燃焼ボイラー(⑤～⑦以外） 

50 以上 130 

4 1〜50 150 

1 未満 180 

⑨ 固体燃焼小型ボイラー   350 6 

⑩ 

液体燃焼小型ボイラー(灯油・軽油・A 重油以外) 

（軽質燃料(灯油・軽油・A重油)を専燃させるもの

は当分の間適用しない） 

 260 4 

2 

① ガス発生炉・加熱炉  150 

7 
② 

水素ガス製造用ガス発生炉 

(天井バーナー燃焼方式） 
 150 

3 

① ペレット焼成炉(ガス燃焼)  220 

15 ② 焼結炉(①以外のペレット焼成炉）  220 

③ 焼結炉(①②以外）  220 

④ アルミナ製造用か焼炉  200 
10 

⑤ か焼炉(④以外）   200 

⑥ ばい焼炉   220 14 

4  溶鉱炉   100 15 

5  金属溶解炉（キュポラを除く）   180 12 
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項 
施設種類 

（熱源として電気を使用するものを除く） 

排出ガス規模 

万 m3／時 

排出基準 

ppm 

On 

％ 

6 

① ラジアントチューブ型金属加熱炉 

10 以上 100 

11 0.5〜10 150 

0.5未満 180 

② 鍛接鋼管用金属加熱炉 

10 以上 100 

11 
1～10 130 

0.5～1 150 

0.5未満 180 

③ 金属加熱炉(①②以外) 

10 以上 100 

11 
1～10 130 

0.5～1 150 

0.5未満 180 

7 

① 
石油製品、石油化学製品、コールタール製品製

造用加熱炉(排煙脱硫装置付きのもの) 

4 以上 100 

6 
1〜4 130 

0.5〜1 150 

0.5未満 180 

② 
石油製品、石油化学製品、コールタール製品製

造用加熱炉のうちエチレン分解炉(③を除く)  

4 以上 100 

6 
1〜4 130 

0.5〜1 150 

0.5未満 180 

③ 

石油製品、石油化学製品、コールタール製品製

造用加熱炉のうちエチレン分解炉(炉床式バー

ナー） 

4 以上 100 

6 
1〜4 130 

0.5〜1 150 

0.5未満 180 

④ 
石油製品、石油化学製品、コールタール製品製

造用加熱炉のうちエチレン独立加熱炉 

4 以上 100 

6 
1〜4 130 

0.5〜1 150 

0.5未満 180 

⑤ 

石油製品、石油化学製品、コールタール製品製

造用加熱炉のうちエチレン独立加熱炉・メタノ

ール改質炉(空気予熱器付） 

4 以上 100 

6 
1〜4 130 

0.5〜1 150 

0.5未満 180 

⑥ 
石油製品、石油化学製品、コールタール製品製

造用加熱炉(①～⑤以外) 

4 以上 100 

6 
1〜4 130 

0.5〜1 150 

0.5未満 180 

8 触媒再生塔  250 6 

8 の 2 燃焼炉  250 8 
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項 
施設種類 

（熱源として電気を使用するものを除く） 

排出ガス規模 

万 m3／時 

排出基準 

ppm 

On 

％ 

9 

① 石灰焼成炉（ガス燃焼ロータリーキルン）  250 15 

② セメント焼成炉(湿式) 
10 以上 250 

10 
10 未満 350 

③ セメント焼成炉(②以外） 
10 以上 250 

10 
10 未満 350 

④ 耐火レンガ・耐火物原料製造用の焼成炉  400 18 

⑤ 板ガラス・ガラス繊維製品製造用溶融炉  360 15 

⑥ 光学ガラス・電気ガラス・フリット製造用溶融炉  800 16 

⑦ その他ガラス製造用溶融炉(⑤⑥以外)  450 15 

⑧ その他焼成炉・溶融炉(①〜⑦以外)  180 15 

10 

① 反応炉・直火炉(②③以外)  180 6 

② 硫酸カリウム製造用反応炉  180 6 

③ 硫酸製造用反応炉(Nox 触媒)  180 6 

11 乾燥炉  230 16 

13 

① 浮遊回転燃焼式焼却炉(連続炉)  450 12 

② 特殊廃棄物焼却炉(連続炉)※1 
4 以上 250 

12 
4 未満 700 

③ 廃棄物焼却炉(連続炉①②以外)   250 12 

④ 廃棄物焼却炉(連続炉以外) 4 以上 250 12 

14 

① 銅・鉛・亜鉛精錬用ばい焼炉  220 14 

② 銅・鉛・亜鉛精錬用焼結炉  220 15 

③ 銅・鉛・亜鉛精錬用溶鉱炉(④⑤以外)  100 15 

④ 
亜鉛精錬用溶鉱炉のうち鉱さい処理炉(石炭・コー

クスを燃料・還元剤とするもの） 
 450 15 

⑤ 亜鉛精錬用溶鉱炉のうち立型蒸溜炉  100 15 

⑥ 溶解炉(⑦以外)  180 12 

⑦ 
銅精錬用溶解炉のうち精製炉（アンモニアを還元剤

とするもの） 
 330 12 

⑧ 乾燥炉  180 16 

18 活性炭製造用反応炉  180 6 

21 
① リン等製造用焼成炉  180 

15 
② リン等製造用溶解炉  600 

23 
① トリポリリン酸ナトリウム製造用焼成炉  180 15 

② トリポリリン酸ナトリウム製造用乾燥炉  180 16 

24 鉛第二次精錬等用溶解炉  180 12 

25 鉛蓄電池製造用溶解炉  180 12 

26 

① 鉛系顔料製造用溶解炉  I80 12 

② 鉛酸化物製造用溶解炉  180 Os 

③ 反射炉  180 15 
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項 
施設種類 

（熱源として電気を使用するものを除く） 

排出ガス規模 

万 m3／時 

排出基準 

ppm 

On 

％ 

26 
④ 反応炉  180 6 

⑤ 鉛酸化物・硝酸鉛製造用反応炉  180 Os 

27 硝酸製造施設  200 Os 

28 
① コークス炉(オットー型)  170 

7 
② コークス炉(①以外)  170 

29 ガスタービン  70 16 

30 ディーゼル機関 
※2 1,200 

13 
※3 950 

31 ガス機関  600 0 

32 ガソリン機関  600 0 

 

(注意) 排出基準は設置年月日ごとに区分があり、表中の基準値は最も新しい基準値を示す。 

(備考) (1) 表中排出ガス規模は湿りガスを示す。 

(2) 表中の※1～※3は次のことを示す。 

※1 特殊廃棄物焼却炉とは「ニトロ化合物・アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくは、こ

れらの誘導体を製造し若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程

から排出される廃棄物を焼却するもの」を言う。 

※2 シリンダー径 ψ400㎜以上 

※3 シリンダー径 ψ400㎜未満 

(3) 0nについては、次の標準酸素濃度補正方式による補正を行う。 

C = Cs×(21－On)/(21－Os) 

C :窒素酸化物の濃度(ppm) 

On:各施設に掲げる値(%)(熱源として電気を使用するものは Osとする) 

Os:排出ガス中の酸素濃度(%)(当該濃度が 20％を超えるものは 20％とする) 

Cs:JIS規格 KOl04 により定める方法により測定された窒素酸化物の濃度(ppm) 
(4) 29～32項の非常用の施設については当分の間排出基準を適用しない。 
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（参考） 

大阪市固定発生源窒素酸化物対策指導要領の窒素酸化物排出濃度に係る指導基準値（平成4年10月1日施行） 

法 の 

項番号 

条例の 

項番号 

要領の 

区 分 

番 号 

窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類 

指導基準値 

ppm 

（O2＝0%） 

1 ─ 

1 

ボイラー 

ガスを専焼させるもの 100 

2 固体燃料を燃焼させるもの 500 

3 
上記以外のもの 

排煙脱硫装置を設置
するもの（液体燃料を
使用するものに限る。） 

230 

4 上記以外のもの 120 

2 ─ 
5 

ガス発生炉のうち水素の製造の用に供するもの（天井バー
ナー燃焼方式のものに限る。） 

── 

6 上記以外のガス発生炉・加熱炉 100 

3 

4，5，6， 

14，15， 

16 

7 
ばい焼炉 

重油煤を原料とするもの ── 

8 上記以外のもの *160 

9 焼結炉 550 

10 
か焼炉 

アルミナの製造の用に供するもの ── 

11 上記以外のもの ── 

4 ─ 
12 溶鉱炉（熱風炉） 20 

13 転炉 ** 

5 17，18 
14 

溶解炉 
合金鋳鉄の製造の用に供する反射炉 300 

15 上記以外のもの 140 

6 19，20 
16 

金属加熱炉 
連続式 *210 

17 上記以外のもの *120 

7 ─ 18 加熱炉 130 

8 ─ 19 触媒再生塔 ── 

8の2 ─ 20 燃焼炉 ── 

9 
11，12， 

13 

21 

焼成炉 

石灰焼成炉 
ガスを燃焼させるロータリーキルン ── 

22 上記以外のもの ── 

23 セメントの製造の用に供するもの ── 

24 骨材焼成炉 410 

25 耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの ── 
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法の 
項番号 

条例の 
項番号 

要領の 
区分番号 

窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類 
指導基準値

ppm 
（O2＝0%） 

9 
11，12， 

13 

26 

溶融炉 

板ガラス又はガ
ラス繊維製品の
製造の用に供す
るもの 

排煙脱硫装置を設置するも
の（液体燃料を使用するも
のに限る。） 

── 

27 上記以外のもの ── 

28 
ガラスの製造の
用に供するもの
のうち上記以外
のもの 

ホーローフリットの製造の
用に供するもの 

2100 

29 タンク炉 880 

30 るつぼ炉 340 

31 上記以外のもの 880 

32 上記以外の焼成炉・溶融炉・加熱炉 240 

10 
1,2,3, 

7,8,9 
33 反応炉・直火炉・加熱炉 250 

11 23 34 乾燥炉 *190 

12 
10,21, 

22 
35 電気炉 *650 

13 24 
36 

廃棄物焼却炉 

一般廃棄物又は下水汚
泥のうち公共施設にお
いて焼却するもの 

250 

37 上記以外のもの 400 

14 ─ 

38 ばい焼炉 ── 

39 焼結炉． ── 

40 溶鉱炉 ── 

41 転炉 ── 

42 溶解炉 ── 

43 乾燥炉 ── 

15 ─ 44 乾燥施設 180 

18 ─ 45 反応炉 ── 

19 ─ 46 
光ニトロソ化法によるカプロラクタム製造用等の塩化水
素反応施設及び塩化水素吸収施設 

── 

21 ─ 
47 焼成炉 ── 

48 溶解炉 ── 

23 ─ 
49 乾燥炉 ── 

50 焼成炉 ── 

24 ─ 51 溶解炉 180 
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（注）1 「法の項番号」の欄は、令別表第1の項番号による。 

2 「条例の項番号」の欄は、規則別表第3の1の項番号による。 

3 「窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類」の欄は、大阪府告示第1315号（昭和57年10月

29日）の別表第4に掲げるばい煙発生施設に準じる。 

4 窒素酸化物に係るばい煙発生施設の最大排出濃度が上表の指導基準以下の場合は、そ

れを維持するものとする。 

5 上表の──印は、市内に対象施設がないので指導基準を設定していない。 

6 上表の＊印は、標準的な施設における指導基準であり、特定の施設についてはこの

限りでない。 

7 上表の＊＊印は、当面は指導基準を設定しない。 

8 固定型内燃機関については、「大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要

領」による。 

9 この表により難いと認められる場合は、市長が別に定めるところによる。 

10 標準酸素濃度換算値は法規則別表第3の2により求めた値とする。 

 

新設ボイラー＊の窒素酸化物排出濃度に係る指導基準 

 

備考1 固体燃料については、市長が別に定めるところによる。 

 

＊新型ボイラーとは平成4年10月１日以降新設されるものをいう。 

 

 

 

法の 
項番号 

条例の 
項番号 

要領の 
区分番号 

窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類 
指導基準値

ppm 
（O2＝0%） 

25 ─ 52 溶解炉 ── 

26 ─ 

53 溶解炉 ── 

54 反射炉 ── 

55 反応炉 ── 

56 乾燥施設 ── 

27 ─ 57 吸収施設・濃縮施設 ── 

28 ─ 
58 

コークス炉 
製鉄の用に供するオットー型のもの 500 

59 上記以外のもの 100 

法 の 
項番号 

条例の 
項番号 

要領の 
区分番号 

窒素酸化物に係るばい煙発生施設の種類 
指導基準 

ppm 
（ O2＝0%） 

1 ── 

1 

ボイラー 

ガスを専焼させるもの 60 

4 

上記及び固体燃料を燃焼させるもの以外で
次に掲げるものを除く。 
排煙脱硫装置を設置するもの。（液体燃料を
使用するものに限る。） 

80 
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大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領の窒素酸化物排出濃度に係る指導基準値 

 
備考1 大阪市固定型内燃機関窒素酸化物対策指導要領の対象となるのは、燃料の燃焼能

力が重油換算で10L/h以上の常用の固定型内燃機関に限る。 

2 平成元年1月31日以前に設置された施設については、当分の間適用しない。 

3 平成9年3月31日以前に設置された燃料の燃焼能力が重油換算で10 L /h以上、30L/h

未満の施設については、当分の間適用しない。 

4 ガスタービンの定格の発電能力が15万kW以上の施設については、別途市長と協議

するものとする。 

5 ＊1：規模は定格の発電能力を示す。 

＊2：規模は燃料の燃焼能力の重油換算で示す。 

6 ＊3：平成12年3月31日までに設置されたものについては、85ppmを適用する。 

＊4：平成12年3月31日までに設置されたものについては、120ppmを適用する。 

 

法 の 
項番号 

固定型内燃機関の種類 

指導基準値（ppm O2＝0％） 

平成元年2月1日か
ら平成4年3月31日
までに設置 

平成4年4月1日から
平成9年3月31日ま
でに設置 

平成9年4月1日 
以降に設置 

29 

＊1  
ガスタ－ビン 
（常用） 

2万kW 以上 
15万kW 未満 

150 100 

30 

6千kW 以上 
2万kW 未満 

50 

2千kW 以上 
6千kW 未満 

80＊3 

2千kW 未満 200 150 100 

30 ディ－ゼル機関（常用） 500 300 300 

31 

＊2 
ガス機関 
（常用） 

650L/h以上 

300 200 

50 

150L/h以上 

650L/h未満 
100＊4 

50L/h以上 

150L/h未満 150 

50L/h未満 500 
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（５）有害物質に係る排出基準        （単位 mg/m3 ） 

 

項 用  途 施設種類 
カドミウム
及びその化
合物 

塩素 塩化水素 
フッ素 
フッ化水素 
フッ化ケイ素 

鉛及びそ
の化合物 

9 

窯業製品の製造の
うちガラス又はガ
ラス製品の製造 

焼成炉 
溶融炉 

1.0※1 ── ── 10※2 20※3 

13 すべて 廃棄物焼却炉 ── ── 700 ── ── 

14 
銅、鉛、又は亜鉛の
精錬 

ばい焼炉 
転炉 
溶解炉 
乾燥炉 

1.0 ── ── ── 10 

焼結炉 
溶鉱炉 

1.0 ── ── ── 30 

15 

カドミウム系顔料
又は炭酸カドミウ
ムの製造 

乾燥施設 1.0 ── ── ── ── 

16 
塩素化エチレンの
製造 

塩素急速冷却施設 

── 30 80 ── ── 

17 塩化第二鉄の製造 溶解槽 

18 活性炭の製造 反応炉 

19 化学製品の製造 
塩素反応施設 
塩化水素反応施設 
塩化水素吸収施設 

20 
アルミニウムの製
錬 

電解炉 ── ── ── 1.0（3.0）※4 ── 

21 
リン、リン酸、リン
酸質肥料又は複合
肥料の製造 

反応施設（以下のもの
を除く） 

── ── ── 10 ── 

〃(過リン酸石灰又は
重過リン酸石灰製造
用) 

── ── ── 15 ── 

濃縮施設 ── ── ── 10 ── 

焼成炉 ── ── ── 20 ── 

溶解炉 （リン酸質肥
料製造用の物を除く） 

── ── ── 10 ── 

〃（電気炉（リン酸質
肥料製造用）） 

── ── ── 15 ── 

〃（平炉（リン酸質肥
料製造用）） 

── ── ── 20 ── 

22 フッ酸の製造 

凝縮施設 
吸収施設 
蒸溜施設（密閉式のも
のを除く） 

── ── ── 10 ── 

23 
ト リ ポ リ リ ン 酸 
ナトリウムの製造 

反応施設 

乾燥炉 
焼成炉 
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（備考） 

(1) 表の※1～※4 は以下のことを示す。 

※1 原料に硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。 

※2 原料にほたる石又はケイフッ化ナトリウムを使用するものに限る。 

※3 原料に酸化鉛を使用するものに限る。 

※4 （ ）内の数字は有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当

該排出口における有害物質の濃度である。 

(2) 当該有害物質の濃度にはすすの掃除を行う場合においてやむをえず排出される有害物質（1 時間につき合

計 6分間を超えない時間内に排出されるものに限る）は含まれないものとする。 

(3) 13項の廃棄物焼却炉は下記の式により算出された塩化水素の濃度とする。 

C＝Cs×9／（21－Os） 

C :塩化水素の濃度(mg/m3) 

Os ：排出ガス中の酸素濃度(%) 

Cs ：JIS 規格 KOlO7に定める方法のうち硝酸銀法により測定された塩化水素の濃度(mg/m3） 

(4) 有害物質の濃度が著しく変動する施設にあっては 1工程の平均の濃度とする。 

(5) “──”は該当する施設において該当する有害物質の規制基準を適用しないことを示す。 

項 用  途 施設種類 
カドミウム
及びその化
合物 

塩素 塩化水素 
フッ素 
フッ化水素 
フッ化ケイ素 

鉛及びそ
の化合物 

24 
鉛の第二次精錬又
は鉛の管、板若し
くは線の製造 

溶解炉 

── ── ── ── 10 25 鉛蓄電池の製造 溶解炉 

26 鉛系顔料の製造 

溶解炉 
反射炉 
反応炉 
乾燥施設 
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２ 条例のばいじんに関するもの 
（1）届出施設（条例施行規則別表第３第１号） 

用       途 項 施設種類 規模※注 

食料品の製造 

1 反応炉 火格子面積（0.5㎡以上1㎡未満） 
燃焼能力（30L/時以上50L/時未満） 
変圧器容量（100KVA以上200KVA未満） 2 直火炉 

3 加熱炉 
火格子面積（0.5㎡以上）燃焼能力（30L/時以上） 
変圧器容量（100KVA以上） 

無機化学工業品の製造 

4 ばい焼炉 

処理能力（1t/時未満） 5 焼結炉 ※1 

6 か焼炉 

7 反応炉 ※2 火格子面積（0.5㎡以上1㎡未満） 
燃焼能力（30L/時以上50L/時未満） 
変圧器容量（100KVA以上200KVA未満） 8 直火炉 

9 加熱炉 
火格子面積（0.5㎡以上）燃焼能力（30L/時以上） 
変圧器容量（100KVA以上） 

カーバイドの製造 10 電気炉 変圧器容量（1,000KVA未満） 

窯業製品の製造 

11 焼成炉 火格子面積（0.5㎡以上1㎡未満） 
燃焼能力（30L/時以上50L/時未満） 
変圧器容量（100KVA以上200KVA未満） 12 溶融炉 

13 加熱炉 
火格子面積（0.5㎡以上）燃焼能力（30L/時以上） 
変圧器容量（100KVA以上） 

金属の精錬（銅、鉛又は亜鉛
の精錬を除く） 

14 ばい焼炉 

処理能力（1t/時未満） 15 焼結炉 ※1 

金属の精錬 16 か焼炉 

金属の精製又は鋳造 17 溶解炉 ※3 

火格子面積（0.5㎡以上1㎡未満） 
羽口面断面積（0.5㎡未満） 
燃焼能力（30L/時以上50L/時未満） 
変圧器容量（100KVA以上200KVA未満） 

金属製錬又は合金の製造 18 溶解炉 
火格子面積（0.5㎡以上）燃焼能力（30L/時以上） 
変圧器容量（100KVA以上） 

金属の鍛造、圧延又は金属・
金属製品の熱処理 

19 加熱炉 
火格子面積（0.5㎡以上1㎡未満） 
燃焼能力（30L/時以上50L/時未満） 
変圧器容量（100KVA以上200KVA未満） 

金属・金属製品の溶融めっき 20 加熱炉 
火格子面積（0.5㎡以上）燃焼能力（30L/時以上） 
変圧器容量（100KVA以上） 

製銑、製鋼又は合金鉄の製造 21 電気炉 変圧器容量（1,000KVA未満） 

金属の精製、製錬又は合金の
製造 

22 電気炉 
すべて 

すべて 
23 乾燥炉 

火格子面積（0.5㎡以上1㎡未満） 
燃焼能力（30L/時以上50L/時未満） 
変圧器容量（100KVA以上200KVA未満） (銅、鉛又は亜鉛の精錬を除く) 

すべて 24 廃棄物焼却炉 
火格子面積（1㎡以上2㎡未満） 
焼却能力（100kg／時以上200 kg／時未満） 

（備考） 

※１ ペレット焼成炉を含む。 

※２ カーボンブラック製造用燃焼装置を含み鉛系顔料製造用を除く。 

※３ こしき炉、銅・鉛・亜鉛の精錬、鉛の第二次精錬（鉛合金製造を含む）、鉛の管・板・線の製造、

及び鉛蓄電池の製造用溶解炉、並びに鉛系顔料の製造用溶解炉・反射炉を除く。 

（注意） 

  規模要件については、項目のいずれかに該当すること。 

 燃焼能力については重油換算値を用いる。 
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（２）条例のばいじんに係る排出基準（条例施行規則別表第５第１号） 

届出施設

の項番号 

規制基準

の項番号 
施 設 種 類 

排出ガス量 

万 m3/時 

排出基準 

g/m3 

※1 

On % 

1 1 反応炉   0.10 6 

2 2 直火炉   0.10 6 

3 3 加熱炉 
4以上 0.08 6 

4未満 0.10 6 

4 4 ばい焼炉   0.10 Os 

5 5 焼結炉   0.10 Os 

6 6 か焼炉   0.15 Os 

7 
7 

反応炉（活性炭製造用のもの（塩化亜鉛

を使用するものを除く）） 

1以上 0.10 6 

1未満 0.15 6 

8 反応炉（7項以外のもの）   0.10 6 

8 9 直火炉   0.10 6 

9 10 加熱炉 
4以上 0.08 6 

4未満 0.10 6 

10 11 電気炉   0.08 Os 

11 

12 石灰焼成炉（土中釜）   0.20 15 

13 石灰焼成炉（12項以外）   0.15 15 

14 焼成炉（セメント製造用のもの）   0.05 10 

15 
焼成炉（耐火レンガ又は耐火物原料製造

用のもの） 
  0.10 18 

16 焼成炉（12 項～15項以外のもの）   0.15 15 

12 

17 溶融炉※2   0.08 15 

18 溶融炉※3   0.08 16 

19 溶融炉（17、18項以外のもの）   0.10 15 

13 20 加熱炉  
4以上 0.08 15 

4未満 0.15 15 

14 21 ばい焼炉   0.10 Os 

15 
22 焼結炉（フェロマンガン製造用のもの）   0.10 Os 

23 焼結炉（22 項以外のもの）   0.10 Os 

16 24 か焼炉   0.15 Os 

17 
25 溶解炉（アルミニウム再生用反射炉）  0.10 Os 

26 溶解炉（25 項以外のもの）   0.10 0s 

18 

27 溶解炉 4以上 0.05 Os 

28 溶解炉（アルミニウムの地金又は合金製

造用反射炉） 
4未満 0.10 Os 

29 溶解炉（28 項以外のもの） 4未満 0.10 Os 
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（備考） 

(1) ※1〜※4は以下のことを示す。 

※１ 熱源として電気を使用する施設は On＝Os とする。 

※２ 板ガラス又はガラス繊維製品（ガラス繊維を含む）の製造用 

※３ 光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造用 

※４ 直接熱風乾燥炉にあっては On＝Os とする。 

(2) ばいじんの濃度には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合に

おいて排出されるばいじん（1 時間につき合計 6 分間を超えない時間内に排出されるものに

限る）は含まれないものとする。 

(3) ばいじんの濃度が著しく変動する施設にあっては 1工程の平均の濃度とする。 

(4) 排出ガス量は湿り排ガス量とする。 

(5) 標準酸素濃度補正方式による補正 

ばいじんの濃度は以下の式により算出された値とする。 

C＝Cs×(21－On)/(21－Os) 

C :ばいじんの濃度（g/m3 ） 

On:各施設に掲げる値(熱源として電気を使用するものは Osとする。) 

Os:排出ガス中の酸素濃度(％)(当該濃度が 20％を超える場合は 20％とする。) 

Cs:JIS規格 Z8808 の方法により測定されたばいじんの濃度（g/m3 ） 

 

届出施設
の項番号 

規制基準
の項番号 

施 設 種 類 
排出ガス量 
万 m3/時 

排出基準 
g/m3 

※1 
On % 

19 30 加熱炉  0.10 11 

20 31 加熱炉  
4 以上 0.08 11 

4 未満 0.10 11 

21 

32 
電気炉(合金鉄(ケイ素含有率 40％以上

に限る)製造用のもの) 
  0.10 Os 

33 
電気炉(合金鉄製造用で 32項以外のも

の) 
  0.08 Os 

34 電気炉（32 項、33 項以外のもの）   0.05 Os 

22 35 電気炉   0.05 Os 

23 
36 骨材乾燥炉   0.20 16※4 

37 乾燥炉（36 項以外のもの）   0.10 16※4 

24 
38 廃棄物焼却炉（連続炉のもの）   0.15 12 

39 廃棄物焼却炉（38 項以外もの）   0.25 12 
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３  ばい煙等の測定義務一覧表  
（1）法施行規則第15条 

ばい煙等の種類 施設区分 測定頻度 

硫黄酸化物 

特定工場で硫黄酸化物排出量が1Om3/時以上の施
設 

常時 

特定工場以外で硫黄酸化物排出量が1Om3/時以上
の施設 

２ヶ月に１回以上 

ば い じ ん 
（備考１参照） 

ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関、 
燃料電池用改質器 

５年に１回以上 

廃棄物焼却炉 
焼却能力  4ｔ/時以上 ２ヶ月に１回以上 

焼却能力  4ｔ/時未満 年２回以上※２ 

上記以外の施設 
排出ガス量※１ 4万m3/時以上 ２ヶ月に１回以上 

排出ガス量※１ 4万m3/時未満 年２回以上※２ 

有
害
物
質
（
備
考
２
参
照
） 

窒素酸化物 

 燃料電池改質器 ５年に１回以上 

特定工場の施設
（燃料電池用
改質器を除く） 

排出ガス量※１ 4万m3/時以上 常時 

排出ガス量※１ 4万m3/時未満 年２回以上※２ 

特定工場以外の
施設（燃料電池
用改質器を除
く） 

排出ガス量※１ 4万m3/時以上 ２ヶ月に１回以上 

排出ガス量※１ 4万m3/時未満 年２回以上※２ 

カドミウム及び
その化合物・鉛
及びその化合
物・塩素・塩化
水素・フッ素・
フッ化水素及び
フッ化ケイ素 

排出ガス量※１ 4万m3/時以上 ２ヶ月に１回以上 

排出ガス量※１ 4万m3/時未満 年２回以上※２ 

※１ 排出ガス量は湿りガス量を示す。 

※２ 継続して休止する期間が６月以上の施設については、年１回以上。 

（備考１） 
・燃料点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん
（1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る）は含まれない 

・ばいじん量が著しく変動する施設にあっては1工程の平均の量 

（備考２） 
・すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質（1時間につき合計6分間を超
えない時間内に排出されるものに限る）は含まれない。 

・有害物質の量が著しく変動する施設にあっては1工程の平均の量。 
 
（2）条例施行規則15条の２（別表第８の２第１項） 

 ばい煙等の種類 測定義務者 測定の方法等 

１ ばいじん 
ばいじんに係る届出施設において発生

するばいじんを大気中に排出する者 

６月を越えない作業期間ごとに１

回以上ばいじんの測定を行うこと。 

（注意） 

（1） 測定結果については、３年間保存すること。 
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４ 届出の種類と提出時期について 

 

5 届出書の作成要領 

（1）事前相談・届出書の提出先 

届出書の作成や提出などが円滑に行われるように届出書提出前の事前相談を実施しています。

届出書に不備があるために受理が遅れ、工事着手が円滑に進まないことなどを防止するために

も、事前相談を行うようお願いします。 

届出書の提出先は、工場・事業場の所在する区を担当する各環境保全監視グループです。 

（2）届出書の提出部数 

届出書の提出部数は、2通（正本1通、写し1通）です。 

写しについては、正本のコピーでも可とします。 

（3）届出書の返戻 

届出が受理された後、提出された写しの1通が返却されますので、書類は、必ず大切に保管し

てください。 

 

 

 

 

 

届出が必要な場合 届出の種類 提出時期 

ばい煙発生施設又は届出施設（以下「届出施設等」と

いう。）を設置する場合 
設置届 

工事着手予定日の 

60日前まで 

法・条例の改正等によって新たに届出施設等となっ

た場合 
使用届 

届出施設となった日 

から30日以内 

届出施設等の構造、使用の方法、処理等の方法を変更

しようとするとき 
変更届 

変更工事着工予定日の 

60日前まで 

次の事項を変更した場合 

氏名等変更届 変更日から30日以内 

個人の場合       法人の場合 

①届出者の氏名     ①法人の名称 

②届出者の住所     ②本社所在地 

③工場・事業場の名称  ③代表者の氏名 

④工場・事業場の所在地 ④工場・事業場の名称 

⑤工場・事業場の所在地 

届出施設等を廃止した場合 廃止届 廃止日から30日以内 

届出施設等を譲渡・合併・相続等により承継した場合 承継届 承継日から30日以内 

受理 

写し 

正本 

写し 
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（4）届出に必要な書類 

届出には、アの届出書及び別紙、イの添付書類の両方が必要 

 

ア 届出書及び別紙 

 

届 出 書 及 び 別 紙 備 考 

ばい煙発生施設設置（使用・変更）届出書 法に係る届出のみ(P.24の様式） 

届出施設設置（使用・変更）届出書 条例に係る届出のみ（P.25の様式） 

ばい煙発生施設の構造 （別紙1） 

届出施設の構造（ばい煙）（別紙1の1） 
（別紙1、別紙1の1はP.28の共通様式） 

ばい煙発生施設の使用の方法      （別紙2） 

届出施設の使用又は管理の方法（ばい煙）（別紙1の2） 
(別紙2、別紙1の2はP.31の共通様式) 

ばい煙の処理の方法      (別紙3) 

ばい煙等の処理の方法（ばい煙）(別紙1の3) 
(別紙3、別紙1の3はP.36の共通様式) 

 

イ 添付書類等 

（ア）届出に必要な書類、図面等 

 

必 要 な 書 類 備  考 

届出施設等及びばい煙処理施設（ばい煙等の処理等を行う

施設）の設置場所を明記した図面（工場又は事業場の平面

図） 

 

届出施設等の構造概要図（主要寸法を記入したもの）  

ばい煙処理施設（ばい煙等の処理を行う施設：煙突、フー

ドダクト等を含む。）の概要図（主要寸法及び測定箇所を

記入したもの） 

処理施設がある場合のみ添付 

変更届出説明書 構造等変更届の場合のみ添付 

硫黄酸化物の排出状況 特に求めた場合のみ必要 

その他特に必要と認めた書類 

(例) 

届出の計算の根拠を示す書類・燃料、原料等の性状分析表 

排出ガスの測定データ・NOx値保証書 

 

 

 

（イ）その他、届出の際に提出する書類 

 

必 要 な 書 類 備  考 

期間短縮願 期間短縮を願い出る場合に必要 

委任状 代表者以外が届出する場合に必要 
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（5）留意事項 

 

ア ひとつの施設が法と条例の両方に係る場合の取扱い 

 

廃棄物焼却炉等の届出は、法と条例の両方が必要なケースがある。この場合、次のとおり届

出をまとめて提出してもかまわない。 

 

（ア）届出用紙 

法及び条例のそれぞれの表紙が必要で、個々に必要事項を記載し法の表紙を上にして綴じる。 

 

（イ）別紙 

届出の種類によっては、別紙が重複する場合（例：法「ばい煙」と条例「有害物質」）があ

るため、ひとつにまとめて記載する。 

 

（ウ）添付書類 

法と条例で重複するものは、一方を省略してもよい。 

 

イ 複数の施設を同時に届け出る場合の取扱い 

 

（ア）設置届、使用届、構造等変更届 

基本的に届出は、一施設一届出であるが、法施行規則並びに条例施行規則の規定により、複

数の施設が同一の工場等に設置される場合は、次の方法に従い一件の届出とすることができ

る。 

 

・同一の種類ごとに一件（法のばい煙発生施設及び一般粉じん発生施設） 

・工場ごとに一件（法の一般粉じん発生施設） 

・同一の種類又は同一の工程ごとに一件（条例の届出施設） 

 

ただし、届出の根拠条文が同一のものに限る。 

（例）次に掲げる場合は、根拠条文が異なるので一件で届け出ることができない。 

・法のばい煙発生施設と条例の届出施設の場合 

・法のばい煙発生施設と法の一般粉じん発生施設の場合等 

・設置届と構造等変更届の場合等 

 

（イ）廃止届、承継届、氏名等変更届 

すべての届出施設等について、廃止、承継、氏名等変更の各々の届出種類ごとに一件の届出

とすることができる。 
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（6）届出書の記載方法 

ア 法の届出書の記載例（①～⑩の項目はＰ２６～Ｐ２７に解説） 

ばい煙発生施設設置（使用、変更）届出書 

○○年○○月○○日 

大 阪 市 長 様 

届出者 住所 大阪市北区中之島 1－3－20 

氏名 ○○産業株式会社     

   代表取締役 青空 守      

（氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては 

その代表者の氏名） 

大気汚染防止法第 6 条第 1 項（第 7 条第 1 項、第 8 条第 1 項）の規定により、ばい煙発生施設につい

て、次のとおり届け出ます。 

工場又 は事業場の名称 

○○
まるまる

産業
さんぎょう

株式会社

大阪工場 

（電話番号○○－○○○○） 

※ 整 理 番 号  

※ 受 理 年 月 日  

※ 施 設 番 号  

工場又は事業場の所在地 

（郵便番号○○○－○○○○） 

北区中之島○―○―○ 

※ 審 査 結 果  

※ 備 考 

（ 収 受 印 等 ） 

 

ばい煙発生施設の種類 1 項ボイラー 1 基 

ばい煙発生施設の構造 別紙１のとおり 

 

ばい煙発生施設の使用の 

方法 
別紙２のとおり 

ば い 煙 の 処 理 の 方 法 別紙３のとおり 

添付書類  1 ばい煙発生施設及びばい煙処理施設の設置場所を明記した図面（工場又は事業場の平面図） 

      ２ 変更届出説明書（変更届の場合に限る。） 

 

参 考 事 項 

工場又は事業場の事業内容 金属製品製造業 常時使 用 す る 従 業 員 数   ○○人 

工場又は事業場の規模 製品製造量 ○ t/年 資 本 金     ○○円 

当該届出についての担当部課名及び緊急時連絡先  

（電話番号） 

労働安全環境課 

○○○○－○○○○ 

備考 1 ばい煙発生施設の種類の欄には、大気汚染防止法施行令別表第１に掲げる項番号及び名称を記載すること。 

   2 ※印の欄には、記載しないこと。 

   3 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容を対照させること。 

   4 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本産業規格Ａ４とすること。 

    

① 

② 

④ 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑨ 

⑩ 

① 

⑧ 

⑦ 
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イ 条例の届出書の記載例（①～⑩の項目は P２６～P２７に解説） 

届出施設設置（使用・変更）届出書 

○ ○ 年 ○ 月 ○ 日 

大 阪 市 長 様 
届 出 者 住 所 大阪市北区中之島○丁目○番○号 

○○産業株式会社 
氏 名 代表取締役   青空 守 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

大阪府生活環境の保全等に関する条例第 19条第１項（第 21 条第１項・第 23条第１項）の規定により、

届出施設について、次のとおり届け出ます。 

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称 

まるまるさんぎょう 

○○産業株式会社 大阪工場 

※整理番号  

※受理年月日    年   月   日 （電話番号○○○○―○○○○） 

工場又は事業場の所在地 

（郵便番号○○○○－○○○○） 

 

大阪市北区中之島○丁目○番○号 
※施設番号  

届 出 施 設 の 種 類 19項 加熱炉 
※審査結果  

ば
い
煙 

ばい 

じん、 

有害 

物質 

届出施設の構造 別紙１の１のとおり 

※備考 

 

届出施設の使用

又は管理の方法 
別紙１の２のとおり 

ばい煙等の処理

等の方法 
別紙１の３のとおり 

粉
じ
ん 

届出施設の構造、使用又は

管理の方法及びばい煙等

の処理等の方法 

別紙２の１から別紙２の４までのと

おり 

添付書類 １ 届出施設及びばい煙等の処理等を行う施設の設置場所を明記した図面（工場又は事業場の平面図） 
     ２ 工場又は事業場の付近の見取図（指定有害物質以外の有害物質に係る届出の場合に限る。） 
     ３ 変更概要説明書（変更届の場合に限る。） 

 

参   考   事   項 

工場又は事業場の事業内容 金属製品製造業 
届け出すべき者が常時使用する 

従 業 員 数 
○○○人 

工 場 又 は 事 業 場 の 規 模 製品製造量 ○○t/月 資 本 金 ○○円 

当該届出についての担当部課名及び緊急時連絡先 

（電話番号） 
労働安全環境課   ○○○○－○○○○ 

備考  １  届出施設の種類の欄には、大阪府生活環境の保全等の関する条例施行規則別表第３各号の表にまでに掲げる項番号及び施

設の種類を記載すること。 

２ 別紙については、届出施設の種類に応じて、必要なものを添付すること。 

   ３ ※印の欄には、記載しないこと。 

① 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑩ 

⑧ 

⑨ 
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ウ 届出書（表紙）の記載上の注意事項（P24、P25①～②） 

 

① 表 紙 

（１）表題 

表題の設置、変更、使用の該当しない項目を抹消すること。 

＜例＞１ 設置届の場合……設置（使用、変更）届出書 

２ 変更届の場合……設置（使用、変更）届出書 

３ 使用届の場合……設置（使用、変更）届出書 

（２）適用条文 

適用条文の該当しない項目を抹消すること。 

ア 法の場合 

＜例＞ 

１ 設置届の場合． 

大気汚染防止法第６条第１項（第７条第１項、第８条第１項） 

２ 変更届の場合 

大気汚染防止法第６条第１項（第７条第１項、第８条第１項） 

３ 使用届の場合  

大気汚染防止法第６条第１項（第７条第１項、第８条第１項） 

イ 条例の場合 

１ 設置届の場合 

大阪府生活環境の保全等に関する条例第１９条第１項（第２１条第１

項、第２３条第１項） 

２ 変更届の場合 

大阪府生活環境の保全等に関する条例第１９条第１項（第２１条第１

項、第２３条第１項） 

３ 使用届の場合 

大阪府生活環境の保全等に関する条例第１９条第１項（第２１条第１

項、第２３条第１項） 

② 届  出  者 

法人の場合…………………その名称、本社所在地及び代表者（代表権を有す

るもの）の職氏名を記載すること。 

個人の場合……………事業主の住所、氏名を記載すること。 

非法人の団体の場合………非法人の団体の場合は、団体の代表者を届出者と

するので、代表者の住所氏名を記載すること。 

（注１）代表者でないものが届出を行う場合は、同届出に関する権限の執行

を代表者から委任されたこと証する委任状（１通）を添付すること。 

（注２）届出者は、次に掲げる場合を除き原則として施設の設置者である。 

（1）リース、レンタル、貸工場、貸ビル等内のテナントの施設につ

いては、施設使用者が届出者である。 

（2）共有施設については、共有者（管理組合等）の代表者が届出者

である。 
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（P24、P25③～⑩） 

 

③ 
工場又は事業場の

名称 

名称にはふりがなを付けて記載すること。 

個人の場合は屋号を記載すること。 

電話番号を記載すること。 

届出時点で名称が確定していない場合は、仮称で届出し、正式な名称

が確定した時点で氏名等変更届を提出すること。 

④ 
工場又は事業場の

所在地 

郵便番号も記載すること。 

届出時点で住居表示が確定していない場合は、仮称（○○地先等）で

届出し、住居表示が確定した時点で報告書を提出すること。 

⑤ 
ばい煙発生施設

（届出施設）の種類 

法の場合は、法施行令別表第１に係る項番号、条例の場合は条例施行

規則別表第３第１号（ばいじん）の表に係る項番号、名称及び基数を

記載すること。 

＜例＞法の場合   １項 ボイラー１基 

条例の場合 １９項 加熱炉 １基 

届出施設が条例の複数の区分に係る場合、例えば条例規則別表第３第

１号「ばいじん」第２３項の乾燥炉と条例規則別表第３第２号「有害

物質」第９項 ロ の乾燥炉については次のように記載すること。 

＜例＞１─２３     乾燥炉 １基 

   ２─９─ロ    

⑥ 
工場又は事業場の

事業内容 
総務省「日本標準産業分類」の例による業種を記載すること。 

⑦ 工場又は事業場の

規模 

製品の生産量等の工場、事業場の規模を表す指標を記載すること。 

サービス業等の適当な指標がない業種については、必ずしも記載しなく

てもよい。 

⑧ 
常時使用する従業

員数 

届出する事業者が常時使用する従業員の数（本社事務部門の従業員を

含み、アルバイト、パートを除く。）を記載すること。 

⑨ 資本金 法人のみ記載すること。 

⑩ 

当該届出について

の担当部課名及び

緊急連絡先（電話番

号） 

この届出についての連絡先（担当する部・課名等）を記載すること。 

また、その連絡先の電話番号（直通、内線の別）を記載すること。 

＜例＞総務部労働環境課 〇〇〇〇一〇〇一〇〇〇〇 

（ダイヤルイン） 
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エ 法の別紙１、条例の別紙１の１（ばい煙）の記載例（①～⑪の項目はＰ２９～Ｐ３０に解説） 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ 

 

⑩ 

⑪ 
 

L/h(85.6 ㎥/h) L/h) 

令和○○年○月○日 

令和○○年○月○日 



- 29 - 

オ 法の別紙１、条例の別紙１の１（ばい煙）の記載上の注意事項（Ｐ２８ ①～⑧） 
 

 

① 
工場又は事業場に

おける施設番号 

工場又は事業場における当該届出施設等に固有の番号（記号）又は

呼称を与えて記載する。（番号等は重複しないようにすること。ま

た、一連番号等を与えるなど分かりやすいように記載すること。） 

② 名称及び型式 
名称（法施行令別表第１、条例施行規則別表第３に掲げる名称）、

製造会社名、型式を記載すること。 

③ 設置年月日 
使用及び変更の届出に際して、当該届出施設等の設置年月日を記載

すること。 

④ 着手予定年月日 
設置及び変更の届出に際して、当該届出に係る関係工事（基礎工事

を含む。）に着手する予定年月日を記載すること。 

⑤ 使用開始予定年月日 
設置及び変更の届出に際して、当該届出施設等の本運転（実稼働）

開始の予定年月日を記載すること。 

⑥ 

規  模 

規模については、付表の当該届出施設等の「単位」の項目について

記載すること。（別紙１（別紙１の１）に該当する欄がない場合は

空欄に 記載すること。） 

 

⑦ 伝熱面積 

缶体の銘板に刻印された数値若しくはメーカーの作成する仕様書

に記載された数値を記載すること。（労働基準局の検査表にも記載

されている。） 

⑧ 
燃料の燃焼

能力 

１ 液体燃料、気体燃料、微粉炭燃料等を使用する場合に記載する

こと。 

２ 原則としてバーナーの定格能力を記載すること。 

ただし、バーナーの定格能力が不明の場合は、炉の本体の設計

熱量計算（投入熱量）を使用する燃料の低位発熱量（真発熱量）

で除した値を「５ 重油換算の方法」により当該燃料の量を重

油の量に換算した値とすること。 

３ 一つの施設にバーナーが２本以上ある場合又は２種類以上の

燃料を混焼させる場合はその総量を記載すること。 
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法の別紙１、条例の別紙１の１の記載上の注意事項（Ｐ２８ ⑧～⑪） 
 
 

 

⑥ 

規

模 

⑧ 
燃料の燃焼

能力 

４ エマルジョン系燃料については、当該燃料中の水及び添加物

は、霧化剤として定義し、燃料の燃焼能力には加算しない。 

５ 重油換算の方法 

 

下表のとおり換算すること。 

 燃焼の種類 燃料の量 重油の量  

原油又は軽油 １Ｌ ０．９５Ｌ 

ナフサ又は灯油 １Ｌ ０．９０Ｌ 

都市ガス１３Ａ １㎥ １．１４Ｌ 

液化石油ガス １㎏ １．２Ｌ 

液化天然ガス １㎏ １．３Ｌ 

 

上表に掲げる燃料以外の燃料については、当該燃料と同量の

発熱量を有 する重油（高発熱量39600kJ/Ｌ、比重0.9)の量に

それぞれ換算すること 

⑨ 
原料の処理

能力 
最大能力を記載すること。 

⑩ 
変圧器の定

格能力 

ｋＷからｋＶＡへの変換については、次の式による。 

ｋＷ＝力率×ｋＶＡ（力率≦１） 

ただし、力率については正確な資料がない限り「力率＝１」とし

て取り扱う。 

⑪ 焼却能力 

 

【焼却能力の計算方法】 

 

 

 

（１kJ= 0.239kcal ） 

 

ｋｇ）ｋＪ廃棄物の低位発熱量（

ｈ）ｍ燃焼室熱負荷（ｋＪ）燃焼室容積（ｍ
焼却能力

/

/
(kg/h)

33 
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カ 法の別紙２、条例の別紙１の２（ばい煙）の記載例（①～○23の項目はＰ３２～Ｐ３５に解説） 

 

別紙２                  ばい煙発生施設の使用方法 

別紙１の２                届出施設の使用又は管理の方法（ばい煙） 

工場又は事業場における施設番号 No.１ ボイラー  

使用状況 

１ 日 の 使 用 時 間 及 び 

月 間 使 用 日 数 等 

９時から    18 時まで 

９時間／回   １回／日  22 日／月 

時から      時まで 

時間／回   回／日   日／月 

季 節 変 動 なし  

原 材 料 

（ばい煙の

発生に影響

のあるもの

に限る。） 

種 類   

使 用 割 合   

原材料中の成分割合（%）   

１ 日 の 使 用 量   

燃 料 又 は 

電 力 

種 類  都市ガス 13A         （比重    ） （比重   ）  

燃 料 中 の 成 分 割 合（%） 灰分 ０ いおう分 ０ 窒素分 灰分  いおう分 窒素分 

発 熱 量  

（KJ/L、KJ/ m3、KJ/kg） 
４５，０００KJ/ m3 （高）  

通 常 の 使 用 量 

(L/h、m3 /h、kＷh) 
６８，６m3 /h  

混 焼 割 合 専焼  

施 設 の 使 用 形 態   

排出ガス量（m3/h） 
湿 り 最大 1226 通常 981 最大 通常 

乾 き 最大 1037 通常 829 最大 通常 

排 出 ガ ス 温 度 （ ℃ ）   

排 出 ガ ス 中 の 酸 素 濃 度 （ % ）   

ばい煙の濃度 

ば い じ ん 最大 0.01（Ｏ２＝0%）  通常 0.01（Ｏ２＝0%） 最大 （Ｏ２＝ %）  通常 （Ｏ２＝ %） 

(g/ m3) 最大 0.01（Ｏ２＝5%）  通常 0.01（Ｏ２＝5%） 最大 （Ｏ２＝ %）  通常  （Ｏ２＝ %） 

い お う 酸 化 物 

（ppm） 
最大 0.00 通常 0.00 最大 通常 

窒 素 酸 化 物 

(ppm) 

最大 60 （Ｏ２＝0%）  通常 60 （Ｏ２＝0%） 最大 （Ｏ２＝ %）  通常   （Ｏ２＝ %） 

最大 46 （Ｏ２＝5%）  通常 46 （Ｏ２＝5%） 最大 （Ｏ２＝ %）  通常   （Ｏ２＝ %） 

 最大 通常 最大 通常 

 最大 通常 最大 通常 

ば い 煙 量 
い お う 酸 化 物 

（m3 /ｈ） 
最大 通常 最大 通常 

 

ばい煙等の発生及び処理等に係る操業の系

統の概要（作業工程） 
暖房 

参 考 事 項 低 NOx バーナー 自己再循環型 

備考 １ 原材料中の成分割合（%）の欄及び燃料中の成分割合（%）の欄の記載に当たっては、重量比（%）又は容量比（%）の別を明らかにす

ること。 

   ２ 排出ガス量及びばい煙量については、温度が零度であつて圧力が１気圧の状態（この項において「標準状態」という。）における量に、

ばい煙の濃度ついては、標準状態における排出ガス１立方メートル中の量に、それぞれ換算したものとする。 

３ ばい煙の濃度は、乾きガス中の濃度とすること。 

   ４ ばい煙の濃度は、ばい煙処理施設（ばい煙の処理等を行う施設）がある場合は、処理後の濃度とすること。 

   ５ 施設の使用形態については、届出施設からの排出ガス抑制方法（排ガス処理又は密閉構造等）について記載すること。ただし、密閉構造

の場合は、次の工程等での作業及び排出状況を明らかにすること。 

   ６ 参考事項の欄には、ばい煙の排出状況に著しい変動のある施設についての一工程中の排出量の変動の状況、窒素酸化物の発生抑制のた

めに採っている方法等を記載するほか、ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関又はガソリン機関については、常用又は非常用（専ら非

常時において用いられるものをいう。）の別を明らかにすること。 

 

➀ 

➁ 

➂ 

➃ 

➄ 

➅ 

➆ 

➇ 

⑨ 

➉ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑮ 

⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

 

㉑ 

㉒ 

㉓ 
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キ 法の別紙２、条例の別紙１の２（ばい煙）の記載上の注意事項（Ｐ３１①～⑪） 
 

 

① 
工場又は事業場における

施設番号 

別紙１（別紙１の１）の同欄と同じ番号（記号）を記載する

こと。 

 ② 

使
用
状
況 

１日の使用時間及び

月間使用日数等 

当該届出施設等を最も多く使用する期間（月）における平均

使用状況を記載すること。 

③ 季節変動 

使用状況に季節変動のある場合のみ、その状況を記載するこ

と。（主として暖房用ボイラーなどの場合） 

＜例＞１ ４月～１０月末日までは、休止 

   ２ ６～９月までは、６０％減少 

④ 

原
材
料 

種類 
当該届出施設等の使用する原料・原材料のうちばい煙等の発

生、排出に影響を及ぼすもののみ具体的に記載すること。 

燃

料

又

は

電

力

を

使

用

し

て

い

る

場

合 

⑤ 使用割合 種類別にその割合を重量比で記載すること。 

⑥ 原材料中の成分割合 種類別に重量比で記載すること。 

⑦ １日の使用量 
当該届出施設等が最大能力で稼働する場合の使用量を種類

別に記載すること。 

⑧ 

燃

料

又

は

電

力 

種      類 

当該届出施設等の使用する燃料の種類（液体・固体・気体・

電力等）を具体的に記載すること。 

① 液体燃料の場合、ＪＩＳ規格による種類及び液比重(㎏/L)

を記載すること。 

＜例＞１種（Ａ重油）（比重０．８５） 

②石炭等固体燃料の場合は、その性状を記載すること。 

＜例＞中塊炭（れき青炭） 

③気体燃料の場合は、ガス名及び密度(㎏/㎥)を記載するこ

と。 

＜例＞１ 都市ガス１３Ａ（密度０．６４） 

２ ＬＰＧ（プロパン）（密度２．０） 

⑨ 燃料中の成分割合 

使用する燃料の灰分、いおう分、窒素分の最大値を重量比又

は容量比の別を明らかにして記載すること。 

注：燃料成分表の数値をそのまま転記するのではなく、契

約している業者の保証値を記載すること。 

＜例＞いおう分0.04% ～0.09% で変動→いおう分0.1%以下

と記載すること。 

⑩ 発熱量 

高（総）発熱量又は低（真）発熱量の別を明らかにして記載

すること。 

１cal = 4.18605 J 

＜例＞45,000kJ／㎥（高） 

⑪ 通常の使用量 

当該届出施設等の最も多く使用する期間（月）における平均

使用量を記載する。また、必ず単位（L/h、㎥、kWh)を記載

すること。 
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（Ｐ３１⑫～⑭） 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 

燃
料
又
は
電
力 

混燃割合 

当該届出施設等の混焼の場合のみ、種類別燃料の使用量の割合

を重油換算後の容量比で記載すること。 

＜例＞Ａ重油６０L/ｈ、都市ガス（13A)５０㎥/hを混焼する場

合 

都市ガス (13A)重油換算は、50×1.14=57L/h 

Ａ重油の割合： 

 

都市ガス13A の割合： 

 

混焼割合  Ａ重油51.3%：都市ガス13A 48.7% 

燃
料
又
は
電
力
を
使
用
の
場
合 

 
 

 

 

 

⑬ 施設の使用形態 
 

法のばい煙、条例のばいじんについては記載不要。 

 

 
 

 

 

 

⑭ 排出ガス量 

１ 排出ガス量は、標準状態（温度０℃、圧力１気圧）に換算し

て記載すること。 

２ 燃料の燃焼に伴う排出ガス量は、原則として燃焼計算により

算出すること。 

ただし、次に掲げる場合等は、排風機（ブロアー）能力に

より算出すること。 

⒜ 電気炉等施設から排出ガス量の認定が困難な場合 

⒝ 排出ガス処理を行っており、実際の排出ガス量が燃焼計算

による排出ガス量と相違する場合 

＜燃焼計算＞   

Ｇ' ＝｛Ｇo'＋Ａo(ｍ－１）｝Ｗ 

Ｇ  ＝｛Ｇo ＋Ａo(ｍ－１)｝Ｗ 

ここで、Ｇ' ：乾き排出ガス量（㎥/h） 

Ｇo'：燃料1L (1㎥) 当たりの理論乾き排出ガス量(㎥

/h),(㎥/㎥) 

Ｇ  ：湿り排出ガス量（㎥/h） 

Ｇo ：燃料１L(1㎥) 当たりの理論湿り排出ガス量(㎥

/h),(㎥/㎥) 

Ａo ：燃料ごとの理論空気量(㎥/h) 

ｍ ： 

 

Ｗ ：単位時間当たりの燃料使用量（L/h）（㎥/h) 

注：Ｇo'、Ｇo 、Ａo として下表の値を使用してもよい。 

す

ベ

て   

     Ｇo'   Ｇo   Ａo  

  Ａ重油 8.6 9.7 9.2 

  Ｂ重油 8.9 10.0 9.4 

  Ｃ重油 9.0 10.1 9.6 

  灯油 8.4 9.6 9.0 

  都市ガス    １３Ａ 9.6 11.8 10.7 

  ＬＰＧ（プロパン） 21.8 25.8 23.8 

  ＬＰＧ（ブタン） 28.5 33.5 31.0 
  
 

%3.51100
0.5760

60




%7.48100
0.5760

0.57




２Ｏ
空気比＝

21

21
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（Ｐ３１⑮～⑱） 

 

⑮ 排出ガス温度 
煙突・フード等出口（排出口）における排出ガスの平均温度を

記載すること。 
 

⑯ 排出ガス中の酸素濃度 

乾き排出ガス中の酸素濃度（設計値、測定値等）を記載するこ

と。 

＜注＞ 測定値による場合は、オルザット分析装置を用いる吸

収法又は、これと同等の測定値が得られる酸素濃度分析

装置を用いて測定すること。 

なお、試料採取は、窒素酸化物等に係る試料と同一の

位置で採取すること。 

⑰ 

ば

い

煙

の

濃

度 

ばいじん 

燃焼に伴って発生し、排出するすす、その他のばいじんの乾き

排出ガス中濃度を記載すること。 

上欄は、設計値（メーカー保証値、測定値等）を記載すること。 

下欄は、上欄を標準酸素濃度（法施行規則別表第２備考のＯｎ、

条例施行規則別表第５第１号備考１のＯｎ）に換算した値を記

載すること。 

また、標準酸素濃度も併せて記載すること。 

＜注＞１ 測定値による場合は、ＪＩＳＺ８８０８に定める方

法により行うこと。 

２ 複数の届出施設等から集合煙突等を通じて排出さ

れる場合であっても個々の施設ごとに計算する（各

施設が単独に稼働し、当該煙突等から排出するもの

として計算する。） 

計算方法は、各施設の出口濃度に下記の係数を掛け

たものとすること。 

 

 

 

⑱ いおう酸化物 

燃焼に伴って発生し、排出するいおう酸化物の乾き排出ガス中

濃度（設計値等）を記載すること。 

燃料中のいおう分が判明している場合は、次式によって計算す

ることができる。 

 

 

ただし、単位乾き排出ガス量は、排出ガス量の項で算出したも

のを使用すること。 

＜注＞１ 測定値による場合は、ＪＩＳＫ０１０３に定める方

法により行うこと。 

２ 複数の届出施設等から集合煙突等を通じて排出さ

れる場合であっても個々の施設ごとに計算する（各

施設が単独に稼働し、当該煙突等から排出するもの

として計算する。）。 

計算方法は、各施設の出口濃度に下記の係数を掛け

たものとすること。 

 

 

法
の
み 

処理装置入口の濃度

処理装置出口の濃度
処理効率＝係数＝ 1

ん量集じん機入口のばいじ

ん量集じん機出口のばいじ
　　＝

集じん効率係数＝ 1

7,000×S(％) 

単位乾き排ガス量(㎥/kg) 
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（Ｐ３１⑲～○23 ） 

 

⑲ ば

い

煙

の

濃

度 

窒素酸化物 

燃焼に伴って発生し、排出する窒素酸化物の乾き排出ガス中濃

度を記載すること。 

上欄は、設計値（メーカー保証値、測定値等）を記載すること。 

下欄は、上欄を標準酸素濃度（法施行規則別表第３の２備考の

Ｏｎ）に換算した値を記載すること。 

また、標準酸素濃度も併せて記載すること。 

＜注＞１ 測定値による場合は、ＪＩＳＫ０１０４に定める方法

により行うこと。 

２ 複数の届出施設等から集合煙突等を通じて排出され

る場合にあっては、いおう酸化物＜注＞２の例による

こと。 

法
の
み 

⑳ その他の有害物質 

法施行令第１条（窒素酸化物を除く。）、条例施行規則別表第

１に掲げる有害物質の名称及び濃度（設計値等）を記載すること。  

＜参考＞ Ｃ'(ｐｐｍ)からＣ（㎎／㎥)への換算は次の式で計算

できる。 

 

Ｍ：分子量 

＜注＞ 複数の届出施設等から集合煙突等を通じて排出される

場合にあっては、いおう酸化物の＜注＞の２の例によ

ること。 

法
の
み 

○21  

ば

い

煙

量 

いおう酸化物 

燃料その他のもの（原料、じん芥）の燃焼に伴い発生し、排出

するいおう酸化物の量(㎥/h)を記載すること。 

＜参考＞ いおう酸化物の排出量は、次式で計算できる。 

 

 

 

ρ：燃料比重 

Ｓ：別紙２（別紙１の２）に記載した燃料中のいお

う分（届出値）。ただし、排煙脱硫装置が設置

されている場合は、相当いおう分 

 

 

 

η：脱硫効率 

法
の
み 

○22  作 業 工 程 

当該届出施設等を作業全体の中でどのように使用するかがわ

かるように作業の手順（工程）を記載すること。 

＜注＞ ボイラーについては、その使用用途（冷暖房用、給湯用、

製造工程用等）を記載すること。 

 

○23  参 考 事 項 
記載についての補足等を記載すること。（低ＮＯｘバーナーの

採用や燃焼方法の改善による窒素酸化物の低減対策等） 

＜注＞１ ばい煙の濃度及びばい煙量は、ばい煙の処理施設がある場合は、処理後の濃度及び量を記

載すること。 

２ それぞれの最大値の欄には、当該施設が最大能力、又は、ばい煙に関して最高濃度（最大

排出量）で稼働する場合の値とする。 

３ 通常値は、当該施設が平常状態で稼働する場合の平均値とする。 

 

Ｓ燃料の燃焼能力＝

いおう酸化物の排出量

007.0

燃料中のいおう分

）（
　　相当いおう分＝

方法＊相当いおう分の算出





100

100

C（mg/㎥）＝ 
C’（ppm) 

 22.4 

 

×M 
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ク 法の別紙３、条例の別紙１の３（ばい煙）の記載例（①～㉕の項目はＰ３７～Ｐ３９に解説） 

 

別紙３            ばい煙の処理方法 

別紙２            揮発性有機化合物の処理の方法  

別紙１の３          ばい煙等の処理等の方法（ばい煙） 

ばい煙処理施設（ばい煙等の処理等を行う施
設）の工場又は事業場における施設番号 

No.1 煙突  

処理に係るばい煙発生施設（届出施設）の工
場又は事業場における施設番号 

No.1 ボイラー  

ばい煙処理施設（ばい煙等の処理等を行う施
設）の種類、名称及び型式 

ステンレス製 排気筒  

設 置 年 月 日 年   月   日 年   月   日 

着 手 予 定 年 月 日 令和○年 ○ 月 ○ 日 年   月   日 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 令和○年 ○ 月 ○ 日 年   月   日 

 
 
 
 

処 
 
 
 

理 
 
 
 

能 
 
 
 

力 

排出ガス量 
 （m3/ｈ） 

最 大 1,226  

通 常 981  

排出ガス温度 
  （℃） 

処 理 前 140  
処 理 後   

 

ば 

い 

煙 

の 

濃 

度 

ば い じ ん 
(g/m3) 

処 理 前 0.01(０２＝ %） 0.01 (０２＝ %） (０２＝ %） (０２＝ %） 
処 理 後 (０２＝ %） (０２＝ %） (０２＝ %） (０２＝ %） 
処 理 効 率   

い お う 
酸 化 物 

(ppm) 

処 理 前 0.00  
処 理 後   
処 理 効 率   

窒 素 酸 化 物 
(ppm) 

処 理 前 60(０２＝ %）  46(０２＝ %） (０２＝ %） (０２＝ %） 
処 理 後 (０２＝ %） (０２＝ %） (０２＝ %） (０２＝ %） 
処 理 効 率   

 
 

（ppm） 

処 理 前   
処 理 後   
処 理 効 率   

ば
い
煙
量 

い お う 
酸 化 物 

（m3/ｈ） 

最
大 

処 理 前 0.00  

処 理 後   
通
常 

処 理 前 0.00  
処 理 後   

使 用 

状 況 

１ 日 の 使 用 時 間 及 び 
月 間 使 用 日 数 等 

   9時から   18時まで 
9時間／回 1回／日 22日／月 

時から    時まで 
時間／回  回／日  日／月 

季 節 変 動 なし  

排 出 口 の 実 高 さ Ｈｏ(m) 
及  び  頂  上  口 径 Ｄ(m) 

Ｈｏ 15      Ｄ 0.3(φ) Ｈｏ        Ｄ 

陣 傘 の 有 無 有 ・ 無 有 ・ 無 

補 正 さ れ た 排 出 口 の 高 さ  Ｈ ｅ ( m ) 15  

排    出    速   度 (m/s) 7.25  

排出口の中心からその至近距離にある敷地
境界線までの水平距離(m) 

  

 添付書類 ばい煙処理施設（ばい煙等の処理等を行う施設）（煙突、フード、ダクトを含む。）の構造概要図（主要寸法及
び測定箇所を記入すること。） 

 

備考 １ 設置届出の場合には着手年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場

合には設置年月日、着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄にそれぞれ記載すること。 

   ２ 排出ガス量及びばい煙量については、温度が零度であつて圧力が１気圧の状態（この項において「標準状態」という。）

における量に、ばい煙の濃度ついては、標準状態における排出ガス１立方メートル中の量に、それぞれ換算したものとする。 

３ ばい煙の濃度は乾きガス中の濃度とすること。 

   ４ 補正された排出口の高さ Heは、大気汚染防止法施行規則第３条第２項の算式により算定すること。 

   ５ 参考事項として、処理効率に係る設計上の基本的事項に関する資料を添付すること。 

排出口の中心からその至近距離にある他人
の所有する建築物（倉庫等は除く。）の実
高さ h(m)及び水平距離 d(m) 

ｈ 

ｄ 

ｈ 

ｄ 

ば い 煙 測 定 口 の 有 無 及 び 口 径 有（口径 100mm） ・   無 有（口径    mm） ・   無 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 
⑩ 
⑪ 
⑫ 
⑬ 
⑭ 
⑮ 
⑯ 

⑰ 

⑱ 

⑲ 

⑳ 

㉑ 

㉒ 

㉓ 

㉔ 

㉕ 
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ケ 法の別紙３、条例の別紙１の３(ばい煙)の記載上の注意事項（Ｐ３６ ①～⑩） 

 

① 

ばい煙処理施設（ばい
煙等の処理等を行う施
設）の工場又は事業場
における施設番号 

工場又は事業場における当該処理施設等（煙突等を含
む。）の固有番号（記号）を記載すること。 

 

② 

処理に係るばい煙発生
施設（届出施設等）の
工場又は事業場におけ
る施設番号 

別紙１（別紙１の１）及び別紙２（別紙１の２）の同欄
と同じ番号（記号）を記載すること。 
ただし、他に当該処理施設等を共用する届出施設等があ
る場合には、その施設番号も併せて記載すること。 

③ 

ばい煙処理施設（ばい
煙等の処理などを行う
施設）の種類、名称及
び型式 

当該処理施設等の種類、名称及び型式を具体的に記載す
ること。 
 ＜例＞ ○○社製ベンチュリースクラバー 

④ 設 置 年 月 日 
当該届出施設等の設置年月日を記載すること。 
（既存の処理施設等の場合のみ記載すること。） 

⑤ 着 手 予 定 年 月 日 
当該処理施設等の関係工事（基礎工事を含む。）に着手

する予定年月日を記載すること。（既存の処理施設等で、
変更工事等を行わない場合は、記載する必要はない。） 

⑥ 使用開始予定年月日 
当該処理施設等の使用開始予定年月日を記載すること。

（既存の処理施設等で、変更工事等を行わない場合は、記
載する必要はない。） 

⑦ 

処

理

能

力 

排 出 ガ ス 量 

当該処理施設で処理する湿り排ガス量を標準状態
（０℃、１気圧）に換算した値（設計値等で、複数の施設 
を集合して処理している場合は、その集合値（合計値）を
いう。以下別紙３（別紙１の３）において同じ。）を記載
すること。 
排出ガス量の計算方法は、別紙２（別紙１の２）の記載 

例を参考にすること。 

⑧ 排 出 ガ ス 温 度 
処理前については、当該処理施設等の入口の平均温度、

処理後については、出口の平均温度を記載すること。 

⑨ 
ば

い

煙

の

濃

度 

ば

い

じ

ん 

処理前 

・処理後 

当該処理施設等で処理するばいじんの乾き排出ガス中濃 
度（処理前：入口、処理後：出口）を記載すること。 
前欄は、設計値（メーカー保証値、測定値等）を記載す

ること。 
後欄は、前欄を標準酸素濃度（法施行規則別表第２備

考、条例施行規則別表第５第１号備考１のＯｎ）に換算す
ること。また、標準酸素濃度も併せて記載すること。 
＜注＞ 測定値による場合は、酸素濃度の測定について

は、オルザット分析装置を用いる吸収法又は、こ
れと同等の測定値が得られる酸素濃度分析装置を
用いて測定すること。 

ばいじんについては、ＪＩＳＺ８８０８に定める方法に
より行うこと。 
なお、酸素及びばいじんに係る試料は同一の位置       

で採取すること。 
また、測定法、測定箇所を明らかにすること。 

 

⑩ 処理効率 

重量比で記載すること。 
＜参考＞ ばいじんの処理効率の算出方法 
 

100


入口のばいじん量

出口のばいじん量入口のばいじん量
＝

ばいじんの処理効率
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（Ｐ３６⑪～⑱） 

 

 

⑪ 

処

理

能

力 

ば

い

煙

の

濃

度 

い
お
う
酸
化
物 

処理前・ 

処理後 

当該処理施設等で処理するいおう酸化物の乾き排出ガス

中濃度（処理前：入口、処理後：出口）を記載すること。 

＜注＞ 測定値による場合は、ＪＩＳＫ０１０３に定める    

方法により行うこと。 

また、測定法、測定箇所を明らかにすること。 

法

の

み 

⑫ 処理効率 

容量比で記載すること。 

＜参考＞ いおう酸化物の処理効率の算出方法 

 

⑬ 

窒

素

酸

化

物 

処理前・ 

処理後 

当該処理施設等で処理する窒素酸化物の乾き排出ガス中

濃度（処理前：入口、処理後：出口）を記載すること。 

前欄は、設計値（メーカー保証値、測定値等）を記載す

ること。 

後欄は、前欄を標準酸素（法施行規則別表第２備考のＯｎ）

に換算すること。また、標準酸素濃度も併せて記載する

こと。 

＜注＞ 測定値による場合は、酸素濃度の測定については

オルザット分析装置を用いる吸収法又は、これと同

等の測定値が得られる酸素濃度分析装置を用いて測

定すること。 

窒素酸化物については、ＪＩＳＫ０１０４に定め

る方法により行うこと。 

なお、酸素及び窒素酸化物に係る試料は同一の位

置で採取すること。 

また、測定法、測定箇所を明らかにすること。 

⑭ 処理効率 

容量比で記載すること。 

＜参考＞ 窒素酸化物の処理効率の算出方法は、いおう酸     

化物の同欄を参照すること。 

⑮ 空

欄 

処理前・ 

処理後 

当該処理施設等で処理する有害物質（法施行規則別表第

３の上欄の物質及び条例施行規則別表第１に掲げる物質）

及び揮発性有機化合物の名称及び濃度（処理前：入口、処

理後：出口）を記載すること。 
法
の
み 

⑯ 処理効率 

重量比又は容量比で記載すること。 

＜参考＞ 有害物質等の処理効率の算出方法は、いおう酸

化物の同欄を参照すること。 

⑰ 

ば
い
煙
の
量 

い
お
う
酸
化
物 

処理前・ 

処理後 

当該処理施設等で処理するいおう酸化物の量（処理前：

入口、処理後：出口）を記載すること。 

法
の
み 

⑱ 

使
用
状
況 

１日の使用時間及び

月間使用日数等 

当該処理施設等（又は煙突）の最も多く使用する期間

（月）における平均使用状況を記載すること。 

 

季 節 変 動 

使用状況に季節変動がある場合のみ、その変動状況を記 

載すること。 

＜例＞ 暖房用、冬期１１月～３月のみ使用 

100


出口濃度

出口濃度入口濃度
＝

率いおう酸化物の処理効
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（Ｐ３６ ⑳～㉕） 

 

⑲ 
排出口の実高さＨｏ及

び頂上の口径Ｄ 

高さは、地盤面（ＧＬ）からの高さを記載する。 

頂上口径は、頂部内径を記載し、丸型、角型を明記するこ

と。 

＜例＞１ Ｈ：１５  Ｄ：0.3 （φ） 

２ Ｈ：３０  Ｄ：0.4 ×0.5 （□） 

（注）煙突の高さ（Ｈｏ）の表示例 

 

  

        Ho        Ho         Ho 

 

        GL       GL         GL 

 

 

 

        Ho  Ho                Ho 

 

         GL        GL 

    (階上) 

               (地  下) 

法 
 

の 
 

み 

⑳ 陣 傘 の 有 無 
煙突（排出口）の陣傘（排出口における雨避けフード）の

有無を記載すること。 

法

の

み 

○21  
補正された排出口の実

高さＨｅ 

法施行規則第３条第２項の算式により算出すること。 

ただし、算出には、次の数値を使用すること。 

Ｑ（排出ガス量）：「別紙２（別紙１の２）排出ガス 

量・湿り・最大値」欄の値 

Ｖ（排出速度）：「別紙３（別紙１の３）排出速度」

欄の値 

Ｔ（排出ガス温度）：「別紙３（別紙１の３）排出ガ

ス温度」欄の値 

○22  排出速度 

煙突（排出口）出口における排出ガスの排出速度の最大値

（最大排出ガス量による値）を記載すること。 

また、排風機（排ガスファン）がある場合は、明記すること。 

＜注＞ ２以上の届出施設等で１つの煙突（排出口）を共有

する場合においても当該届出施設等の１基の値を記載

すること。 

○23  
排出口の中心からその

至近距離にある敷地境

界線までの水平距離 

法のばい煙、条例のばいじんについては記載不要。 

 

○24  

排出口の中心からその

至近距離にある他人の

所有する建築物（倉庫

等は除く。）の実高さ

ｈ及び水平距離ｄ 

法のばい煙、条例のばいじんについては記載不要。 

○25  
ばい煙測定口の有無及

び口径 

ばい煙測定口の有無の別に○を付け、有る場合は口径を記

載すること。（位置については、添付の図面に明記するこ

と。） 

す
べ
て 
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（7）添付書類等 

ア 変更届出説明書の記載例（①～⑥はＰ４１に解説） 

 

 

① ② ③ ④ ⑤ 

⑥ 

脱硝装置の設置 

（触媒脱硝装置） 

窒素酸化物排出

量削減のため 

脱硝装置 

当該施設を設置
したときの受理
番号及び受理年
月日 

北－２５ 

○○年○月○日 

北－２５ 

○○年○月○日 

 

北－２５ 

○○年○月○日 

 

変 更 予 定 年 月

日 

届 出 

変更前後の概要 

令和○年○月○

日 

令和○年○月○

日 

令和○年○月○

日 
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イ 変更届出説明書記載上の注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 施設番号（種類） 

工場又は事業場における当該届出施設に固有の番号（記号）又は

呼称を与えて記入する。（番号等は、重複しないようにすること。

また 一連番号等を与えるなどわかりやすいように記入すること。） 

種類は、法施行令別表第１、条例施行規則別表第３第１号～３号

の表に係る項番号、 名称及び基数を記入すること。 

 

＜例＞ ・Ｎｏ．１ ボイラー（法１－１）    ２基 

・加－１  加熱炉（条例３－１－１９） １基 

② 
当該施設を設置し

たときの受理番号

及び受理年月日 

当該施設を設置したときの設置届表紙の受理番号、及び受理年

月日を記入すること。 

③ 主 要 変 更 事 項 

具体的に変更した事項を記入する。 

＜例＞ １ 燃料の変更（Ａ重油→都市ガス１３A） 

２ 煙突の高さの変更（Ｈｏ＝１５ｍ→Ｈｏ＝２０ｍ） 

④ 変 更 予 定 年 月 日 

変更に伴って工事を行う場合は、当該工事（基礎工事を含む。）

の着手予定日を記入すること。 

なお、実施の制限期間があるので、届出受理日から６０日間は、

工事に着手できないので、注意すること。（ただし、一般粉じん発

生施設及び一般粉じんに係る届出施設並びに期間短縮が承認された

ものを除く。） 

⑤ 変 更 理 由 
簡略に記入すること。 

＜例＞ いおう酸化物排出量削減のため 

⑥ 変 更 前 後 の 概 要 
変更前後についてのフローシートを簡略に記入すること。また、

その他特に記入する必要のある事項を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0 

＜お問い合わせ及び届出書の提出先＞ 

届出については、行政区を所管する各環境保全監視グループに提出してください。 
 

所管行政区 提出先（名称及び住所）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北区、都島区、 

淀川区 

東淀川区、旭区 

 

環境局環境管理部環境管理課 

北部環境保全監視グループ 

〒530-8401 

北区扇町 2－1－27 

北区役所 2階 

℡ 06－6313－9550 

中央区、天王寺区 

浪速区、東成区 

生野区、城東区 

鶴見区 

 

環境局環境管理部環境管理課 

東部環境保全監視グループ 

〒541-8518 

中央区久太郎町 1－2－27 

中央区役所 3階 

℡ 06－6267－9922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島区、此花区 

西区、港区 

大正区、西淀川区 

 

環境局環境管理部環境管理課 

西部環境保全監視グループ 
 

〒552-8510 

港区市岡 1－15－25 

港区役所 4階 

℡ 06－6576－9247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阿倍野区 

東住吉区 

平野区 

 

環境局環境管理部環境管理課 

南東部環境保全監視グループ 
 

〒545-8550 

阿倍野区阿倍野筋 1－5－1 

あべのルシアス 12階 

℡ 06－6630－3433 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住之江区 

住吉区 

西成区 

 

環境局環境管理部環境管理課 

南西部環境保全監視グループ 
 

〒559-0002 

住之江区浜口東 3－5－16 

住之江区保健福祉センター分館 

℡ 06－4301－7248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出書類は、環境局ホームページに掲載しています。 

（アドレス：https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000060970.html） 

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000060970.html
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/?z=19&ll=34.705444,135.510178&mp=1&ly=2&im=165&ii=554&bg=BG2-0&vlf=1-530-1fffffeffffe
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/?z=19&ll=34.681317,135.509956&mp=1&ly=2&im=1147&ii=457&bg=BG2-0&vlf=1-531-1fffffeffffe
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/?z=19&ll=34.663886,135.460667&mp=1&ly=2&im=1981&ii=244&bg=BG2-0&vlf=1-531-1fffffeffffe
http://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/?z=19&ll=34.608464,135.485692&mp=1&ly=2&im=689&ii=0&bg=BG2-0&vlf=1-531-1fffffeffffe

